
広報しかべ　令和３年６月号19

※申し込み・お問い合わせ先　役場企画振興課（℡：７－５２９７）

　町広報誌は地域密着型の情報誌として、全戸に配付されているほか、町公式ホームページからも閲覧
することができます。広告利用のため掲載を希望される方は役場企画振興課へ申込みください。
　なお、広告掲載の詳細については以下のとおりとなります。

※１　掲載申込書は役場企画振興課又はホームページから取得できます。
※２　広報誌の掲載について、同じ企業等の広告を同月号に複数掲載できません。
※３　広告掲載の種類と範囲については、鹿部町広告掲載取扱要綱第３条に基づき、以下の項目いずれ
　　　にも該当しないものとします。
　　　（１）法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
　　　（２）公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
　　　（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に掲
　　　　　　げる営業に該当するもの
　　　（４）政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝にかかわるもの
　　　（５）前各号に掲げるもののほか、広告に掲載することが好ましくないと町長が判断するもの

種類 規格 掲載
期間 広告料 申込方法 申込期限

広報しかべ
ページの下１段２分の１
（縦50mm×横85mm） 月号

単位

１回につき
5, 000円

１回につき
10, 000円

掲載申込書に
広告原稿を添えて

申込み

広報発行月号の
前月１日までページの下１段

（縦50mm×横170mm）
【４月のゴミ回収量（一般ゴミ）】
　全体　89．55ｔ
　　　　（昨年度同月回収量80．04ｔ 約11．8％増）
　内訳　焼却処分　　60．63ｔ
　　　　リサイクル　22．94ｔ
　　　　埋立処分　     5．98ｔ
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　混ぜればゴミ！分ければ資源！地球温暖化による環
境への負担などを減らすため、ゴミの分別・減量にご
協力をお願いします。

令和３年度　労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新期間は、

６月１日（火）から７月１２日（月）まで　です。
管轄の労働保険同局・労働基準監督署・金融機関で申告・納付をお願いします。

　年度更新の申告書は、管轄の労働局・労働基準監督署への郵送や電子申請でも受け付けていますの
でご活用ください。
　なお、年度更新期間内に申告・納付の手続きが困難な場合には、年度更新コールセンター（℡：０
８００－５５５－６７８０）【開設期間は令和３年５月３１日（月）から７月１６日（金）まで。通
話料は無料。】までご相談ください。
　年度更新申告書の書き方及び申告・納付方法等の詳細については、年度更新
申告書に同封しているパンフレット等をご参照ください。厚労省ホームページ
でもご覧いただけます。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 

厚生労働省ホームページ 
【申請書の書き方パンフレット】

「ｅ‐Ｇｏｖ」 

〇労働保険の電子申請は「ｅ-Ｇｏｖ」（https://shinsei.e-gov.go.jp/）
　から行うことができます。
〇労働保険関係手続（一部手続きを除く）は、ＧビズＩＤを利用して
　手続することができます。
〇労働保険料の納付は、金融機関の窓口に行かなくても口座振替や電
　子納付が可能です。


